
（別紙５）

グリーンカンパニーの参加部門の変更に関する要領

１．趣旨

この要領は、グリーンカンパニー活動の登録事業者が、その登録期間の途中において参

加部門を変更しようとする場合に必要な事項を定めるものとする。

２．対象

、 （ 「 」変更の対象は グリーンカンパニー活動に登録された市内の事業者 以下 登録事業者

という ）とする。。

３．参加部門の変更方法等

（１）ステップアップ部門から環境活動評価プログラム部門への変更の場合

参加部門変更願（様式第13号）と環境行動計画書を提出することによって行う。環境

活動評価プログラム部門の新たな登録期間は、参加部門変更の受付日から起算して１年

間とする。

また、ステップアップ部門の登録期間は、参加部門変更の受付日の前日で終了となる

ように変更するものとする。

（２）ステップアップ部門又は環境活動評価プログラム部門から

エコアクション21部門又はISO14001部門への変更の場合

参加部門変更願（様式第13号）と環境省エコアクション21の認証・登録証の写し又は

ISO14001の登録証の写しを提出することによって行う。エコアクション21部門又は ISO

14001部門での新たな登録期間は、参加部門変更の受付日から環境省エコアクション21

により定められた認証・登録期間又はISO14001により定められた登録期間が終了するま

での間とする。

また、ステップアップ部門又は環境活動評価プログラム部門の認定・登録の期間は、

参加部門変更の受付日の前日で終了となるように変更するものとする。

（３）エコアクション21部門からISO14001部門への変更の場合

参加部門変更願（様式第13号）とISO14001の登録証の写しを提出することによって行

う。ISO14001部門での新たな登録期間は、参加部門変更の受付日からISO14001により定

められた登録期間が終了するまでの間とする。

また、エコアクション21部門の認定・登録の期間は、参加部門変更の受付日の前日で

終了となるように変更するものとする。

（４）ISO14001部門からエコアクション21部門への変更の場合



参加部門変更願（様式第13号）と環境省エコアクション21の認証・登録証の写しを提

出することによって行う。エコアクション21部門での新たな登録期間は、参加部門変更

の受付日から環境省エコアクション21により定められた認証・登録期間が終了するまで

の間とする。

また、ISO14001部門の認定・登録の期間は、参加部門変更の受付日の前日で終了とな

るように変更するものとする。

（５）エコアクション21部門又はISO14001部門から

ステップアップ部門又は環境活動評価プログラム部門への変更の場合

参加部門変更願（様式第13号）と環境行動計画書を提出することによって行う。ステ

ップアップ部門又は環境活動評価プログラム部門での新たな登録期間は、参加部門変更

の受付日から起算して１年間とする。

また、エコアクション21部門又はISO14001部門の認定・登録の期間は、参加部門変更

の受付日の前日で終了となるように変更するものとする。

（６）環境活動評価プログラム部門からステップアップ部門への変更の場合

（ ） 「 」参加部門変更願 様式第13号 と 環境行動計画策定・報告のためのチェックリスト

（環境活動評価プログラム部門の参加申込時に提出済の場合は省略可）を提出すること

によって行う。環境活動評価プログラム部門にはステップアップ部門の取組が含まれて

いるため、この場合には登録期間を変更しないが、改めてステップアップ部門の登録証

を交付する。参加部門変更の受付日をもって、環境活動評価プログラム部門の登録証は

効力を失うものとする。

４．参加部門の変更制限

一度、参加部門の変更を行った後は、次回の更新時（登録期間終了）まで、再度の部

門変更は認めないものとする。

５．参加部門の変更を行った場合の認定方法について

（１）ステップアップ部門から環境活動評価プログラム部門へ変更した場合

登録事業者が、参加部門変更前にステップアップ部門で登録を受けた日から起算して

１年間活動を実施した後、認定申込書（様式第14号）及び「環境行動計画策定・報告の

ためのチェックリスト」に取組結果の評価点等を記入した活動報告書を提出し、その活

動報告書の内容が 「グリーンカンパニーの認定に関する要領」の必要な事項を満足し、

ていれば、ステップアップ部門の認定を受けることができる。

また、登録事業者が、参加部門の変更日から起算して１年間活動を実施した後、活動

、 、「 」報告書を提出し その活動報告書の内容が グリーンカンパニーの認定に関する要領

の必要な事項を満足していれば、環境活動評価プログラム部門の認定を受けることがで



きる。その場合、ステップアップ部門の認定期間は、環境活動評価プログラム部門の認

定日の前日で終了となるように変更するものとする。

（２）ステップアップ部門又は環境活動評価プログラム部門から

エコアクション21部門又はISO14001部門への変更の場合

エコアクション21部門又はISO14001部門については、参加部門変更の受付日から登録

とともに認定となる。その場合、ステップアップ部門又は環境活動評価プログラム部門

の認定期間は、エコアクション21部門またはISO14001部門の認定日（登録日）の前日で

終了となるように変更するものとする。

（３）エコアクション21部門からISO14001部門への変更の場合

ISO14001部門については、参加部門変更の受付日から登録とともに認定となる。その

場合、エコアクション21部門の認定（登録）期間は、ISO14001部門の認定日（登録日）

の前日で終了となるように変更するものとする。

（４）ISO14001部門からエコアクション21部門への変更の場合

エコアクション21部門については、参加部門変更の受付日から登録とともに認定とな

る その場合 ISO14001部門の認定 登録 期間は エコアクション21部門の認定日 登。 、 （ ） 、 （

録日）の前日で終了となるように変更するものとする。

（５）エコアクション21部門又はISO14001部門から

ステップアップ部門又は環境活動評価プログラム部門への変更の場合

ステップアップ部門又は環境活動評価プログラム部門への変更日から起算して１年間

活動を実施した後、活動報告書を提出し、その活動報告書の内容が 「グリーンカンパ、

ニーの認定に関する要領」の必要な事項を満足していれば、ステップアップ部門又は環

境活動評価プログラム部門の認定を受けることができる。その場合、エコアクション21

部門又はISO14001部門の認定（登録）期間は、ステップアップ部門又は環境活動評価プ

ログラム部門への変更の受付日の前日で終了となるように変更するものとする。

（６）環境活動評価プログラム部門からステップアップ部門への変更の場合

登録事業者は、登録を開始した日から起算して１年間活動を実施した後、活動報告書

を提出し、その内容が 「グリーンカンパニーの認定に関する要領」の必要な事項を満、

足していれば、ステップアップ部門の認定を受けることができる。
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※参 考

グリーンカンパニーの参加部門変更における登録・認定の取扱について

① ステップアップ部門 → 環境活動評価プログラム部門 への変更

＜登録について＞

部門を変更した時点で、ステップアップ部門の登録は失効する。

＜認定について＞

部門を変更しても、ステップアップ部門の活動を継続して実施していれば、ステッ

プアップ部門の認定を受けることができる。

また、部門変更後、環境活動評価プログラム部門の活動を１年間実施すれば、環境

活動評価プログラム部門の認定を受けることができる。

ただし、環境活動評価プログラム部門の認定を受けた場合、その認定日から重複す

る期間のステップアップ部門の認定については、効力を失うものとする。

（登録の例）

ステップアップ 環境活動評価プログラム
部門登録 部門に移行

↓ ↓
１月 ６月 １月 ６月

ステップアップ

失 効部門 登録期間

環境活動評価プログラム部門登録期間

（認定の例）

ステップアップ部門 環境活動評価プログラム
認定・登録 部門に移行

↓ ↓
１月 ６月 １月 ６月 １月

失 効ステップアップ部門 認定期間 認 定

登録は終了するが 認定申込書
活動は続行 報告書を提出

環境活動評価プログラム部門活動実施
環境活動評価プログラム
部門 認定期間
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② ステップアップ部門 又は 環境活動評価プログラム部門（ 旧部門」という）「

→ エコアクション21部門 又は ISO14001部門（ 新部門」という） への変更「

＜登録について＞

新部門に参加した時点で、旧部門の登録は消滅する。

＜認定について＞

新部門に参加した時点で、旧部門の認定は消滅する （認定が重複するため）。

（登録・認定の例）

旧部門 新部門に
認定・登録 移行

↓ ↓
１月 ６月 １月

旧部門
失 効認定・登録期間

新部門 認定・登録期間（２又は３年）

③ エコアクション21部門 → ISO14001部門

又は ISO14001部門 → エコアクション21部門 への変更

＜登録について＞

新部門に参加した時点で、旧部門の登録は消滅する。

＜認定について＞

新部門に参加した時点で、旧部門の認定は消滅する。

④ エコアクション21部門 又は ISO14001部門（ 旧部門」という）「

→ ステップアップ部門 又は 環境活動評価プログラム部門（ 新部門」という）「

への変更

＜登録について＞

新部門に参加した時点で、旧部門の登録は消滅する。

＜認定について＞

新部門に参加した時点で、旧部門の認定は消滅する。

（登録・認定の例）

新部門に移行
↓
１月 １月

旧部門
失 効認定・登録期間

新部門 登録期間 新部門 認定
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⑤ 環境評価プログラム部門 → ステップアップ部門

＜登録について＞

環境活動評価プログラム部門にはステップアップ部門の取組が含まれているた

め、この場合には登録期間を変更しないが、改めてステップアップ部門の登録証を

交付する。部門変更の受付日をもって、環境活動評価プログラム部門の登録証は失

効する。

＜認定について＞

登録を開始した日から一年間活動を実施すれば、ステップアップ部門の認定を受

けることができる。

（登録の例）

環境活動評価プログラム ステップアップ

部門に登録 部門に移行
↓ ↓
１月 ６月 １月

登録部門のみ変更登録期間（１年間） →

（認定の例）

環境活動評価プログラム ステップアップ
部門 認定 部門に移行

↓ ↓
１月 ６月 １月

環境活動プログラム部門 認定期間

ステップアップ部門 認定


